
大通西４ビル
（ISHIYA CAFÉ)

→
大通駅

この範囲に物は設置できません。
（約1.5m(3マス）程度あけ、通路として使用できるように
して下さい）

イーゼル等の簡易な物に限り設置可能
です（什器、テーブル、ワゴン等は不可）
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凡例

　　 　利用範囲
　○ 　ライティングレール（スポットライト用）

イベント時点灯照明　

北大通交差点広場（西）
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注意事項

・隣接するビルの出入口に人だまりができないようにご注意
下さい。
・音量については、上限75dBとさせていただきます。スピー
カーの位置・向き等については、事前調整が必須です。
・モニターを塞ぐような設置はできません。
・設置物の上限高さは2,100mmですが、防犯カメラの死角
となるような設置はできません。
・　　　の範囲は、イーゼル等の簡易な物に限り設置可能
です。自立式のパネルは柱に沿わせて設置してください。
（什器、テーブル、ワゴン等は設置できません）

天井高：2,800mm

こちらは使用
できません。

・電源750w×4口 
・イベント接続盤（モニター端子RGB15ピン・音声端子）

柱柱

この範囲に物は設置できません
この範囲の設置物の高さは1,800mmまで

A3印刷　1/100

防犯カメラ

モニター (サイズ：1,200×2,200)


